
平成３０年１２月２１日

都市局街路交通施設課

駐車場の出入口 地域の事情に応じて設置しやすく
～路外駐車場の出入口をより柔軟に設置可能とする政令を閣議決定～

１．背景

駐車場法施行令（以下「令」という。）第7条第1項では、駐車の用に供する部分

の面積が500㎡以上である路外駐車場 の出入口を設置することができない場所とし※

て、道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分等を定めています。このうち、令第

7条第2項に規定する道路の部分等については、必要な交通整理が行われること等に

より、国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認定する場

合は、路外駐車場の出入口を設置することができることとしています。

近年、まちづくり等の観点から、地域の土地利用や交通の状況に応じた柔軟な路

外駐車場の出入口の設置を可能とするニーズがあることから、国土交通大臣の認定

によって路外駐車場の出入口を設置することができる場所を追加します。
※路外駐車場：道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの

２．概要

国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めた場合に、

路外駐車場の出入口を設置することができる場所として、

①道路の曲がり角から5ｍ以内 （道路交通法第44条第2号に掲げる部分）

②安全地帯の左側及びそこから10ｍ以内 （道路交通法第44条第4号に掲げる部分）

③路面電車の停留場の標示柱等から10ｍ以内 （道路交通法第44条第5号に掲げる部分）

④幅員6ｍ未満の道路 （令第7条第1項第1号ホに掲げる部分）

を追加します。

３．今後のスケジュール
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まちづくり等の観点から、地域の土地利用や交通の状況に応じた柔軟な路外駐

車場の出入口の設置を可能とする「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が、

本日、閣議決定されました。


